
醍
醐
本
諸
寺
縁
起
所
業
「
元
興
寺
鎚
起
」
に
就
い
て
m

五
　
建
逼
寺
塔
の
露
盤
銘
ご
い
ふ
も
の

　
所
謂
伽
藍
縁
趨
の
儒
作
に
し
て
、
牽
張
番
會
の
甚
し
き

こ
ε
右
述
ぶ
る
如
く
で
あ
る
が
、
更
に
其
の
絡
り
に
附
け

て
あ
る
建
遣
寺
塔
の
露
盤
銘
ご
、
元
興
寺
丈
六
佛
像
光
銘

ε
に
点
て
親
察
す
る
に
、
是
は
必
ず
し
も
縁
盆
明
作
者
の

撞
造
ご
の
み
は
考
へ
ら
れ
澱
黙
が
あ
る
。
或
は
本
貫
別
物

が
錯
簡
し
て
所
謂
伽
藍
繰
超
並
流
記
資
財
帳
の
中
に
入
り

込
ん
だ
の
だ
と
い
ふ
見
方
も
あ
る
か
も
知
れ
譲
。
併
し
膚

分
は
や
は
り
是
も
石
の
繰
超
の
儒
作
潜
が
在
來
存
し
た
此

の
二
個
の
銘
文
を
其
の
中
に
取
り
加
へ
た
も
の
ビ
解
す
る

を
至
楽
ご
考
へ
る
。
併
し
な
が
ら
、
よ
し
や
其
れ
が
軌
れ

で
あ
る
に
し
て
も
、
も
ε
く
此
の
二
つ
の
銘
文
は
共
に

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
究

交
學
博
士
喜
田

醍
醐
本
諸
寺
緑
超
所
牧
「
元
興
瀞
線
圧
」
に
趣
い
て

貞
　
吉

決
し
て
當
時
の
も
の
で
な
く
、
後
世
天
壽
國
曼
陀
羅
な
ご

古
い
時
代
の
銘
文
を
見
て
．
そ
れ
に
模
し
て
下
作
し
た
も

の
で
あ
る
こ
ε
は
疑
を
容
な
い
の
で
あ
る
G

　
先
づ
所
謂
露
盤
銘
な
る
も
の
を
見
る
に
、
其
の
初
に

「
難
波
天
皇
之
世
辛
亥
年
正
月
震
臼
捷
路
露
盤
銘
」
ε
あ

る
。
拾
遺
記
引
く
所
忽
諸
の
通
り
で
、
古
く
か
ら
さ
う
あ

っ
た
も
の
ご
見
え
る
が
、
そ
れ
で
は
一
向
意
昧
を
爲
さ
ぬ
。

是
は
必
ず
後
か
ら
の
記
述
の
文
で
、
或
は
竹
島
氏
の
解
せ

ら
れ
る
如
く
、
露
盤
銘
ご
は
全
く
關
係
の
な
い
測
の
物
で

あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
こ
で
暫
く
銘
の
本
陣
は
「
大
和
國
」

以
下
で
あ
る
こ
し
て
、
さ
て
其
の
冒
頭
の
、

　
む
　
　
む
　
シ
わ
ド
シ
マ
ノ
ヒ
ヤ
コ
ア
メ
か
き
タ
シ
ロ
シ
メ
ス
　
ハ
ア
メ
ク
ニ
テ
シ

　
大
毒
國
天
皇
学
館
斯
癩
宮
　
治
　
天
　
下
、
名
阿
米
久
底
意
斯

　
ハ
ル
や
ヒ
ぷ
　
　
ハ

ノ
　
ミ
コ
ト

　
波
羅
岐
比
璽
爾
波
（
乃
）
彌
三
等
。

　
　
　
　
　
　
　
策
一
號
　
　
　
三
三
　
　
（
三
三
）



　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
究

こ
い
ふ
書
き
方
か
ら
し
て
問
題
が
あ
る
。
蓋
し
重
れ
嘗
時

の
交
ご
し
て
は
他
に
例
を
見
獄
所
で
、
暫
く
其
の
「
大
和
」

は
「
大
倭
」
の
誤
罵
で
あ
る
ご
し
て
も
、
「
大
倭
國
天
皇
」

の
総
が
穏
で
な
い
。
そ
れ
が
百
濟
記
や
斎
宮
新
選
な
ざ
の

交
に
な
ら
ば
ご
に
か
く
、
我
が
國
に
於
て
嘗
時
斯
の
如
き

聡
號
を
、
天
皇
の
御
名
の
上
に
冠
す
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
到

底
あ
る
ま
じ
き
こ
ご
で
あ
る
。
次
に
、

　
　
　
　
　

　
百
濟
國
正
明
王
上
啓

ご
あ
る
「
正
」
は
拾
遺
記
に
「
名
」
と
あ
っ
て
、
「
名
は
明

王
」
ご
凄
む
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
が
、
其
の
上
身
を
、

　
　
　
　
　
　
　
む

　
天
皇
並
大
臣
邸
褒
之
一

ご
あ
る
「
食
」
の
宇
も
い
か
や
ε
思
ふ
Q
天
仁
國
曼
陀
羅

銘
に
は
「
天
皇
聞
レ
之
」
ご
あ
っ
て
、
「
食
」
字
を
用
ひ
て
居

ら
ぬ
。
次
に
推
古
天
皇
の
宮
號
を
、

　
サ
ク
幽
2
7
ヰ
ト
ヨ
ラ

　
佐
久
羅
誰
等
由
良
宮
。

ご
あ
る
こ
ご
は
、
到
底
あ
る
ま
．
じ
き
ご
こ
ろ
で
、
無
論
古

く
他
に
其
の
例
あ
る
こ
ご
を
知
ら
ぬ
◎
も
つ
ビ
も
右
の
醍

醍
醍
本
諸
寺
線
超
所
牧
「
元
興
専
務
起
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
四
　
　
（
三
四
）

靭
本
縁
起
の
本
文
に
は
、
頻
り
に
此
の
辮
を
繰
り
返
し
て

居
る
が
、
是
は
無
論
死
の
銘
文
に
微
つ
た
も
の
ご
し
て
、

誰
援
定
な
す
に
は
足
ら
な
い
の
で
あ
る
。
言
ふ
ま
で
も
な

く
櫻
井
ビ
豊
浦
ご
は
場
所
が
蓮
ふ
。
天
皇
の
御
宮
は
豊
浦

の
地
に
あ
っ
て
、
日
本
紀
に
は
…
箪
に
之
を
豊
浦
宮
ご
あ

る
◎
叉
総
徳
天
皇
晩
年
の
頃
の
董
譲
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
葛
城
寺
の
前
な
る
や
、
豊
浦
の
寺
の
西
な
る
や
、
櫻
井
に
白
玉

　
し
っ
く
や
。

ε
あ
っ
て
、
櫻
井
は
豊
浦
の
寺
の
西
に
庵
る
の
で
あ
る
。

こ
、
に
あ
っ
た
建
興
寺
は
初
め
櫻
井
寺
ご
云
ひ
、
後
に
豊

浦
に
移
っ
て
豊
浦
寺
ε
云
っ
た
、
元
慶
六
年
の
訴
訟
鋼
決

の
文
に
も
、

　
宗
我
稻
二
審
富
家
駕
一
一
佛
殿
両
天
皇
賜
黒
其
代
地
一
揖
相
移
易
施
司

　
入
皇
鼻

ご
あ
る
Q
此
の
文
梢
不
明
の
嫌
あ
れ
ご
も
、
結
局
は
推
古

天
皇
が
其
の
皇
宮
豊
浦
宮
を
此
の
寺
に
施
入
せ
ら
れ
た
ご

い
ふ
事
で
、
そ
れ
で
櫻
井
寺
が
豊
浦
寺
ε
改
ま
っ
た
ご
い



～

ふ
の
で
あ
る
に
糖
違
な
い
。
櫻
井
寺
と
云
ひ
、
豊
浦
寺
ε

い
ふ
、
共
に
其
の
所
在
の
地
名
を
取
り
て
名
付
け
た
も
の

で
あ
る
以
上
、
爾
者
同
一
地
な
ら
ん
に
は
、
斯
く
前
後
に

其
の
名
を
改
め
る
必
要
は
な
い
筈
で
は
な
か
ら
う
か
。
蓋

し
此
の
銘
丈
の
儒
作
者
は
、
櫻
井
寺
ご
豊
浦
寺
ご
爾
者
同

同
ビ
い
ふ
こ
ご
か
ら
、
な
ほ
飛
鳥
の
浮
見
原
と
い
ふ
礎
に
、

　
　
　
オ
ボ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ナ

櫻
井
を
大
名
、
豊
浦
を
其
の
中
の
小
名
ご
解
し
て
、
其
の

爾
者
を
重
ね
て
櫻
井
豊
浦
宮
ご
い
ふ
聡
を
案
出
し
た
も
の

で
あ
ら
う
。
併
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
此
の
銘
文
作
者
の
創

意
で
は
な
く
、
寺
に
於
て
既
に
櫻
井
寺
郎
ち
豊
浦
寺
、
即

ち
元
興
寺
だ
こ
い
ふ
説
を
生
じ
て
居
た
が
爲
に
、
寺
で
何

時
ご
は
な
し
に
用
ひ
て
居
た
名
聡
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ

ぬ
O
次
に
七
口
ふ
丈
山
回
…
佛
銘
州
に
は
之
を
「
楷
・
升
等
由
門
罪
人
冨
」

に
作
り
、
虻
ハ
の
「
楷
井
」
に
「
ス
ル
ヰ
」
ご
傍
訓
し
て
あ
為

が
、
是
も
も
ε
「
櫻
井
」
ご
あ
っ
π
の
を
「
楷
非
」
に
誤
り

更
に
其
の
「
楷
」
を
「
摺
」
ご
誤
認
し
て
、
「
ス
ル
ヰ
し
ご
護

ん
だ
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
第
十
一
答
　
　
研
銘

醍
醐
本
講
…
寺
隷
超
所
牧
「
元
興
寺
級
越
」
に
就
い
て 　

次
に
此
の
露
盤
銘
に
は
．
寺
の
名
を
建
蓮
寺
ご
い
ふ
ε

あ
る
が
、
而
も
其
の
着
手
は
崇
峻
天
皇
元
年
、
其
の
落
成

は
推
古
天
皇
四
年
十
「
月
だ
ご
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
正

に
日
本
紀
に
い
ふ
法
興
寺
に
相
託
す
る
も
の
で
あ
る
に
相

違
な
い
。
然
る
に
そ
れ
を
法
興
寺
ε
云
っ
て
居
ら
依
所
に

當
時
の
も
の
ε
し
て
は
許
す
べ
か
ら
ざ
る
破
綻
が
あ
る
。

法
興
の
號
は
當
時
年
號
に
ま
で
用
ひ
ら
れ
で
、
少
く
ε
も

量
れ
ば
推
古
天
皇
の
御
代
の
二
十
九
年
、
郎
ち
法
興
元
三

＋
一
年
ま
で
は
繊
績
使
用
せ
ら
れ
た
謹
擦
が
あ
る
。
殊
に

其
の
寺
が
李
城
新
京
に
遜
さ
れ
た
こ
い
ふ
養
老
二
年
の
璽

々
年
に
奏
上
さ
れ
た
勅
選
の
日
本
紀
に
は
、
十
｝
箇
所
ま

で
も
其
の
寺
名
が
繰
り
返
さ
れ
て
、
寺
名
ご
し
て
は
殆
ん

ざ
他
に
例
な
き
程
に
も
當
時
に
於
て
著
名
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
然
る
に
も
拘
ら
す
斯
く
署
名
で
あ
っ
た
法
興
寺
の

名
が
、
其
の
當
時
の
銘
交
に
於
て
、
一
落
は
孝
徳
天
皇

辛
要
図
。
珀
の
年
に
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
乞
て
も
、

其
の
頃
「
法
興
寺
」
の
名
が
頻
り
に
日
本
紀
に
繰
り
返
さ

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
五
　
　
（
三
五
）



　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
究

れ
て
居
る
時
代
に
於
て
．
ー
ー
全
く
歌
は
れ
す
し
て
、
別

の
「
建
通
寺
」
ご
い
ふ
．
他
の
古
書
伊
。
蘇
辮
醸
騰
繊

激
震
毒
魚
蟹
霧
聚
駕
魏
に
毫
も
見
え
て
居
な
い

名
を
用
ひ
て
居
る
ビ
い
ふ
事
は
、
第
一
の
不
審
で
な
ぐ
て

何
で
あ
ら
う
。
又
其
の
法
興
寺
の
匙
原
は
、
大
臣
馬
子
が

守
屋
討
伐
の
際
に
饗
し
だ
誓
願
に
撃
つ
く
も
の
で
、
そ
れ

は
日
本
紀
の
記
事
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
後
ま

で
も
佛
敷
吏
家
に
よ
っ
て
一
般
に
信
せ
ら
れ
て
居
た
こ
こ

ろ
で
あ
っ
た
Q
さ
れ
ば
筆
管
朝
末
の
扶
桑
路
記
に
は
、
更

に
明
白
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
り
　
む

　
蘇
我
大
駆
馬
子
宿
彌
、
依
二
合
戦
願
繭
馬
匹
飛
鳥
地
一
建
二
法
興
寺
刈

ご
云
ひ
、
叉
鎌
倉
末
期
の
元
亨
繹
書
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
む
ノ
む
　
　
む

　
蘇
馬
子
螢
二
法
興
寺
両
懸
一
澁
河
役
誓
旧
也
。

ご
云
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
此
の
建
道
寺
な
る
、

其
の
實
法
興
寺
露
盤
銘
に
は
、
聡
慧
の
傳
家
、
造
塔
の
功

徳
、
工
人
の
名
前
ま
で
も
こ
ご
ぐ
し
く
書
き
並
べ
て
あ

る
に
拘
ら
す
、
少
し
も
此
の
大
切
な
る
寺
の
因
緑
を
書
い

醜
醐
本
藩
寺
線
超
所
牧
「
元
興
寺
論
駁
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
銘
叫
號
　
　
　
　
三
山
ハ
　
　
（
三
六
）

て
無
い
。
斯
か
る
長
丈
の
金
石
銘
に
於
て
、
ご
蕎
其
の
最

も
重
要
な
る
黙
に
及
ば
澱
ビ
い
ふ
事
が
こ
う
し
て
あ
り
得

や
う
や
。
垂
れ
蓋
し
後
世
法
興
寺
な
る
寺
名
が
忘
れ
ら
れ

た
る
に
煮
て
、
建
遮
寺
な
る
他
の
寺
院
を
元
興
寺
に
併
合

し
、
若
く
は
構
想
の
油
師
寺
た
る
建
遮
寺
な
る
も
の
を
案

毘
し
、
そ
れ
を
飛
鳥
寺
こ
し
て
傳
ふ
る
も
の
に
附
曾
七
た

爲
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
此
の
撃
茎
に
は
又
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
じ

　
戊
申
始
請
二
百
濟
寺
名
護
王
法
師
↓
及
法
輝
等
、
坂
遣
罰
上
騨
令

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
じ

　
照
律
師
、
憲
聴
法
晦
、
鰻
盤
師
将
徳
自
駿
淳
…
…
　
　
　
　
・

ご
あ
っ
て
、
以
下
H
本
紀
鑑
峻
天
皇
元
年
百
藩
王
貢
獄
の

寺
工
以
下
の
名
を
刻
黒
し
て
あ
る
が
、
意
味
極
め
て
不
明

瞭
で
あ
る
。
是
れ
常
賭
の
銘
文
こ
し
て
は
到
底
あ
る
べ
か

ら
ざ
る
こ
こ
ろ
で
、
蓋
し
も
こ
何
か
の
古
墨
に
、
戊
串
年

n
始
め
℃
百
濟
國
名
は
鶏
王
が
、
法
師
及
び
諸
佛
工
等
を
軌
異

し
た
ε
の
事
の
詑
交
の
あ
っ
た
の
を
誤
り
傳
へ
て
、
其
の
．

「
法
師
」
の
二
字
を
上
へ
つ
や
け
、
「
國
」
字
を
「
寺
」
ε



謎
っ
て
、
百
濟
寺
の
昌
王
法
師
こ
い
ふ
儒
名
ご
な
し
た
の

で
あ
る
に
相
違
な
い
。
當
時
の
百
選
王
は
威
徳
王
で
、
本

名
は
「
昌
」
で
あ
っ
た
の
だ
Q

　
要
す
る
に
此
銘
文
は
、
元
興
寺
が
衰
頽
し
て
其
の
古
傳

が
寺
に
失
は
れ
た
後
の
儒
作
で
あ
る
事
は
疑
を
容
れ
な
い

の
で
あ
る
。六

　
元
興
寺
の
丈
六
佛
光
背
銘
こ
い
ふ
も
の

　
次
の
丈
六
佛
光
銘
ご
い
ふ
も
の
も
、
亦
前
者
露
盤
銘
ご

其
の
類
を
同
じ
う
す
る
も
の
で
あ
る
。
其
の
推
古
天
皇
の

皇
宮
を
楷
井
ゆ
口
耳
由
羅
宮
と
云
っ
て
居
る
事
に
就
い

　
　
　
　
　
ヲ

て
は
右
に
述
べ
た
通
・
9
。
其
の
胃
頭
に
欽
明
天
皇
の
御
事

　
　
　
　
　
ハ

を
、
「
天
皇
名
廣
庭
．
在
　
斯
館
斯
麻
宮
一
時
」
ご
あ
る
も
出

時
の
書
き
方
で
は
な
い
。
需
用
明
天
皇
の
御
古
に
ま
す
推

古
天
皇
の
御
事
を
、
「
妹
公
主
、
名
止
與
彌
墨
寄
斯
岐
移
比

　
　
　
む

彌
天
皇
ご
あ
る
の
も
要
當
で
な
い
。
勿
論
「
公
主
」
ご
い

ふ
交
字
の
用
例
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
し
て
も
．
既
に
現

　
　
　
第
＋
一
巷
　
　
研
究

醍
醐
本
諸
寺
隷
超
所
牧
「
元
興
寺
線
趨
」
に
就
い
て に

天
皇
仁
て
ま
し
ま
す
御
方
を
、
嘗
時
に
あ
っ
て
公
生
ご

は
幽
す
ま
じ
き
事
で
あ
る
。
是
れ
蓋
し
法
王
帝
説
に
、
「
鷹

　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

妹
名
ハ
孔
部
問
人
公
主
」
な
ざ
あ
る
用
例
か
ら
思
ひ
つ
い

た
事
で
あ
ら
う
が
、
是
は
孔
耳
聞
人
女
王
ビ
い
ふ
べ
き
場

合
で
、
右
の
用
例
に
は
適
難
し
な
い
の
で
あ
る
。
殊
乖
此

の
銘
文
に
は
元
興
寺
建
立
の
事
を
記
し
、
之
に
關
係
し
た

入
々
の
名
前
や
、
造
佛
に
就
い
て
の
高
麗
王
の
獄
金
、
陵

三
三
の
奉
仕
の
日
子
を
ま
で
詳
し
く
列
畢
し
な
が
ら
、
其

の
寺
建
立
の
年
や
鳥
佛
師
が
造
佛
の
工
で
あ
っ
だ
事
を
・

書
い
て
な
い
。
是
は
此
の
長
た
ら
し
き
銘
文
こ
し
て
は
不

似
合
千
萬
の
次
第
で
あ
る
Q
な
ほ
光
銘
の
末
段
、
極
り
文

句
の
所
願
の
交
の
次
に
、

嚢
戌
辰
報
鍛
大
難
笙
叢
叢
嚢
鞭
溝
、
使
副

　
爾
書
祠
部
主
事
遍
光
高
等
來
奉
〆
之
。
明
年
已
巳
四
月
八
日
甲

　
辰
畢
童
、
離
物
於
元
功
寺
叩

ご
あ
っ
て
、
推
古
天
皇
十
四
年
此
の
像
落
成
安
澄
の
日
本

紀
の
記
事
ζ
合
は
澱
G
或
は
日
本
紀
の
十
四
年
を
誤
り
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
七
　
　
（
三
七
）



　
　
　
鎮
十
一
巷
　
　
研
究

す
る
の
見
方
も
あ
る
か
は
知
ら
ぬ
が
、
十
三
年
既
に
鍍
金

用
の
黄
金
を
奉
っ
た
程
の
此
の
佛
像
の
工
事
に
就
い
て
、

十
六
年
入
事
入
京
の
階
客
が
之
に
奉
仕
し
、
而
も
其
の
購

客
が
翌
九
月
前
翻
し
た
後
七
ケ
月
を
経
た
十
七
年
四
月
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

簿
に
至
っ
て
、
始
め
て
作
り
畢
へ
て
元
興
寺
に
坐
ゑ
沈
ご

い
ふ
は
事
實
ら
し
く
も
な
い
Q
そ
こ
で
從
風
入
或
は
此
の

文
は
光
銘
以
外
の
も
の
ご
し
、
竹
島
氏
も
亦
そ
れ
に
從
っ

て
、
「
實
切
の
銘
丈
は
『
風
成
轟
正
流
』
ま
で
、
あ
っ
て
4

『
歳
次
戊
辰
』
以
下
『
坐
売
興
寺
』
ま
で
の
五
十
字
は
、

後
に
当
れ
か
“
吏
實
を
追
記
し
た
も
の
を
、
元
興
寺
緑
蓮

の
筆
者
が
、
銘
文
オ
し
て
載
鎌
し
た
の
で
は
な
い
か
ご
疑

問
が
あ
る
。
」
ビ
云
っ
て
居
ら
れ
る
。
併
し
此
の
疑
は
、

一
方
に
段
本
紀
に
於
て
推
古
天
皇
十
四
年
四
月
に
佛
像
造

り
寛
り
之
を
金
堂
に
坐
ゑ
た
ビ
い
ふ
・
史
實
を
知
っ
て
居
る

が
爲
で
あ
っ
て
、
其
の
事
だ
に
念
頭
に
概
か
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
銘
文
の
膿
こ
し
て
は
、
所
願
文
の
次
に
奉
仕
者
の

名
を
記
す
る
方
が
普
麺
の
例
で
あ
る
。
現
に
法
隆
寺
騨
迦

醍
醐
本
諸
毒
隷
趨
班
牧
「
元
興
寺
隷
超
」
に
就
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
八
　
　
（
三
八
）

佛
銘
に
も
、
戦
野
壽
國
曼
陀
羅
銘
に
も
、
は
た
前
記
の
建

通
寺
露
盤
銘
こ
い
ふ
も
の
ま
で
に
も
、
所
願
文
の
次
に
其

の
工
事
關
係
者
の
名
前
を
列
記
し
て
あ
る
で
は
な
い
か
。

蓋
し
此
の
銘
文
の
鶴
作
者
は
、
此
の
丈
六
佛
作
者
の
鳥
佛

師
で
あ
る
乙
を
知
ら
な
か
っ
た
爲
に
、
折
柄
渡
家
の
階
使

の
名
を
引
き
霞
し
て
、
一
方
に
は
此
の
鑑
像
に
勿
膿
味
を

添
え
、
一
方
に
は
是
に
由
っ
て
造
像
銘
の
膿
を
整
へ
た
と

解
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
・
。

　
隠
に
云
、
曲
銘
文
に
は
他
に
劔
等
所
志
の
な
い
陪
の
副
使
の
名
為
禺
し

　
宏
り
申
曲
…
麗
王
出
只
献
の
躯
頁
金
の
一
数
た
口
H
本
紀
定
逗
へ
て
三
六
リ
。
侃
挫
々
の

　
小
刀
細
エ
存
施
し
て
め
ろ
。
母
は
線
起
に
馬
子
が
播
磨
か
ら
招
い
敦
遣

　
俗
筆
懇
便
の
事
為
、
紛
惑
便
及
び
尼
立
明
の
二
人
定
し
て
あ
ろ
ミ
同
一

　
筆
法
の
悪
戯
に
蓬
ぎ
な
い
。

　
人
或
は
此
所
謂
露
盤
銘
や
丈
六
光
銘
の
假
名
が
、
天
壽

國
憂
陀
羅
や
法
王
約
説
用
ふ
る
所
に
似
て
、
・
如
何
に
も

古
め
か
し
い
の
で
、
之
を
當
代
の
も
の
だ
ご
信
ぜ
ん
ご
す

る
。
併
し
こ
れ
は
も
こ
ノ
＼
是
等
の
銘
文
の
儒
作
者
が
、

古
代
の
銘
文
を
お
手
本
こ
し
て
作
っ
た
こ
解
す
れ
ば
何
の



疑
も
な
い
事
で
、
そ
れ
を
…
以
っ
て
劉
底
他
の
多
く
の
馬
脚

を
蔽
ふ
こ
ご
は
出
愚
な
い
の
で
あ
る
。

七
　
醍
醐
本
元
興
寺
緑
趨
儒
作
の
年
代

　
本
実
資
蝿
帳
の
次
に
、
「
符
本
式
し
云
々
ε
標
記
ぜ
る
一
概
が
あ
る
。
東

　
天
竺
生
天
子
園
長
元
王
崇
佛
の
事
な
書
い
六
も
の
ら
し
く
、
今
昔
物
語
「
聖

　
武
天
皇
始
造
元
興
寺
語
」
言
ふ
所
に
似
た
ら
し
い
が
、
誤
字
談
窟
多
く
譲

　
み
下
し
難
い
。
次
に
慈
俊
法
師
の
長
冤
三
年
私
勘
丈
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で

　
元
興
寺
緑
趨
聞
係
の
丈
に
終
っ
て
居
る
。

　
元
興
寺
に
も
も
と
古
い
縁
超
が
あ
っ
た
に
は
相
違
な

い
。
併
し
そ
れ
は
固
よ
り
醍
醐
本
の
ご
は
違
ふ
。
伊
呂
波

字
類
抄
に
「
寺
家
繰
超
云
」
ε
し
て
引
用
し
て
あ
る
文
の

如
き
は
、
全
く
本
書
に
見
ぬ
所
で
あ
る
。
叉
溝
範
揖
諸
寺

縁
起
集
に
も
本
元
興
寺
縁
趨
ご
い
ふ
が
あ
っ
て
、
是
も
別

で
あ
る
。
上
宮
太
子
拾
削
髪
引
く
所
の
本
元
興
寺
緑
超
、

又
は
元
興
寺
緑
超
ご
い
ふ
も
の
、
中
に
も
、
本
書
に
見
ぬ

所
の
丈
が
往
々
あ
る
。
而
も
其
等
の
交
に
限
っ
て
、
本
書

に
毫
も
其
の
名
を
言
は
ざ
る
法
興
寺
の
寺
名
の
現
は
れ
て

　
　
　
第
十
一
谷
　
　
研
究

居
る
の
は
注
意
す
べ
き
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
又
写
澄
の
顯
戒

論
に
も
．
元
興
寺
縁
起
に
佛
澱
傳
來
を
戊
午
の
年
だ
こ
あ

る
こ
ε
を
云
っ
て
、
李
安
朝
初
既
に
縁
超
の
存
在
を
示
し

て
居
る
が
、
其
の
繰
建
に
戊
午
年
佛
法
傳
來
を
云
へ
る
黙

に
於
て
は
、
本
書
に
於
て
も
亦
同
一
で
あ
る
。
さ
れ
ば
ビ

て
そ
れ
が
爲
に
、
本
書
が
強
酒
常
時
の
も
の
で
な
い
事
は

言
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
ら
ば
本
書
は
果
し
て
何
時
の
頃
の

鶴
作
で
あ
ら
う
か
。

　
慈
俊
法
師
の
長
寛
私
告
文
ε
総
…
す
る
も
の
を
見
る
に
、

往
々
扶
桑
略
記
ご
共
に
業
縁
超
中
の
文
が
恵
め
ら
れ
て
居

る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
此
の
難
球
は
、
少
く
も
長
寛
以
前

の
も
の
だ
ご
言
は
ね
ば
な
ら
濾
次
第
で
あ
る
。
所
謂
私
勘

文
の
奥
書
に
は
、

醍
鰯
本
藷
…
寺
縫
輝
記
驚
川
敗
『
元
興
寺
維
超
」
に
就
い
て

自
二
和
銅
三
年
一
至
二
慮
和
元
年
↓
後
二
百
二
十
五
年
。
元
興
寺

三
論
宗
安
雪
垣
法
師
、
遽
作
二
簸
講
門
叩
自
二
推
古
天
王
四
年
↓

至
二
慮
和
元
年
↓
三
百
滑
八
年
。
自
二
三
和
元
年
至
二
長
寛
三
年
ハ

一
百
廿
年
。
合
四
百
五
十
八
年
。
准
γ
此
、
南
寺
佛
減
後
至
島
干

　
　
　
　
　
　
第
一
難
　
　
　
三
九
　
　
（
三
九
）



　
　
　
錐
十
一
巻
　
　
研
究

　
今
年
↓
百
有
像
年
忌
。

　
　
長
寛
三
年
夏
四
月
廿
叫
日
　
　
大
法
師
慈
野
津
寵
之

ビ
あ
る
。
長
寛
三
年
は
六
條
天
皇
印
位
の
永
萬
元
年
で
、

扶
桑
路
盤
や
伊
呂
波
字
類
抄
よ
り
は
精
後
で
あ
る
。
然
る

に
扶
桑
略
記
は
つ
ご
め
て
由
緒
み
る
寺
院
の
縁
迦
を
面
罵

す
る
例
に
な
っ
て
居
る
に
拘
ら
す
、
法
戯
ハ
寺
｝
兀
坐
寺
・
に
就

い
て
は
一
向
そ
れ
が
な
く
、
無
論
此
の
線
漣
の
存
在
を
知

っ
て
居
っ
た
ら
し
い
形
蓬
が
な
い
。
思
ふ
に
當
時
既
に
元

興
寺
の
荒
聖
年
久
し
く
、
吉
緑
超
も
散
逸
し
て
、
著
者
皇

圓
の
手
に
入
ら
す
、
此
の
儒
線
剋
も
ま
だ
出
來
て
居
な
か

っ
た
か
少
く
も
世
に
流
布
し
て
居
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ら

う
。
叉
伊
呂
波
字
類
抄
に
は
、
僅
か
な
が
ら
本
書
ご
は
違

っ
た
別
の
縁
趨
を
一
少
部
分
抄
録
し
て
あ
る
の
み
で
、
無

論
上
縁
超
に
云
ふ
が
如
き
筋
の
こ
ご
は
見
え
て
居
ら
諏
。

然
ら
ば
先
づ
以
て
此
の
二
二
儒
学
の
年
代
は
、
右
爾
者
以

後
、
長
寛
以
前
ご
假
定
し
で
然
る
べ
き
も
の
、
如
く
解

せ
ら
れ
る
。

醍
醐
本
諸
寺
絵
超
所
牧
「
元
興
寺
線
越
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
第
一
撃
　
　
　
四
〇
　
　
（
四
〇
）

　
省
更
に
右
に
長
寛
私
勘
文
の
奥
書
を
見
る
に
、
年
数
の

計
測
を
甚
し
く
問
蓮
へ
て
居
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
此
の
寺

ア

嚢
滅
の
時
代
を
知
る
べ
き
一
の
暗
示
の
あ
る
こ
ご
に
注
意

せ
ね
ば
な
ら
澱
。
和
銅
三
年
よ
り
癒
和
元
年
迄
其
實
二
百

五
十
…
年
。
然
る
に
本
書
は
之
を
二
百
こ
十
五
年
ご
数

へ
、
推
古
天
皇
四
年
よ
り
混
和
元
年
ま
で
其
の
實
三
百
六

十
五
年
。
そ
れ
を
三
百
三
十
入
年
ご
数
へ
、
鷹
…
和
元
年
よ

り
長
寛
三
年
ま
で
二
百
四
年
。
そ
れ
を
百
二
十
年
ご
数
へ
、

通
じ
て
五
百
六
十
九
年
ご
あ
る
べ
き
を
本
書
は
四
百
五
十

八
年
ご
数
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。
是
は
前
記
謡
本
傳
來
記

な
る
も
の
に
、
推
古
天
皇
こ
十
＝
年
よ
り
天
安
二
年
ま
で

其
の
實
二
百
四
十
六
年
を
三
百
一
年
ご
誤
幽
し
て
あ
る
ビ

同
機
で
、
蓋
し
元
興
寺
に
は
或
る
メ
チ
ヤ
ー
の
年
代
記

が
傳
は
つ
て
居
だ
も
の
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
に
し
て
も
佛

本
傳
來
記
が
三
百
一
年
の
数
を
云
ひ
、
此
の
私
勘
文
に

「
南
寺
二
季
後
至
謁
干
今
年
一
百
一
有
益
年
歎
」
ご
云
っ
て
居
る

こ
ご
は
、
彼
の
太
子
の
豫
言
な
り
ε
い
ふ
、
三
百
年
に
し



て
霜
露
衣
を
霧
ほ
す
の
句
が
、
之
を
言
は
し
め
た
の
で
あ

る
に
言
違
な
い
。
南
寺
ご
は
元
興
寺
の
こ
ご
で
あ
る
。
元

興
寺
の
衰
頽
し
磨
滅
し
た
年
代
に
就
い
て
は
、
確
か
な
記

録
の
之
を
傳
へ
た
も
の
あ
る
を
知
ら
な
い
が
、
右
の
太
子

の
語
言
な
る
も
の
は
、
い
つ
れ
衰
頽
荒
壁
の
事
實
あ
っ
て

後
に
言
ひ
虜
さ
れ
だ
も
の
で
あ
る
ご
考
へ
ら
れ
る
こ
ご
に

よ
っ
て
、
此
の
寺
草
創
後
凡
そ
三
百
年
を
経
た
仁
和
寛
卒

の
頃
に
既
に
大
い
に
衰
へ
、
堀
河
天
皇
の
御
代
帥
ち
扶
桑

略
記
の
署
者
皇
詰
紐
世
の
頃
に
は
、
全
く
荒
屡
し
て
居
た

も
の
こ
解
す
る
を
至
當
ビ
す
る
。
前
立
「
本
朝
最
初
南
都

元
興
寺
由
來
」
に
は
、
崇
峻
天
皇
元
年
法
興
寺
草
創
よ
り

正
に
三
百
年
の
仁
和
三
年
十
二
月
晦
日
に
、
本
元
興
寺
残

り
な
く
地
を
佛
っ
て
焼
亡
し
．
奈
良
の
元
興
寺
も
同
臼
回

緑
の
災
に
罹
っ
た
こ
云
っ
て
居
る
が
、
其
の
後
立
ハ
に
．
再
興

し
て
、
本
元
興
寺
は
治
安
三
年
藤
原
道
長
之
に
参
詣
し
奈

良
元
興
寺
も
其
の
後
な
ほ
存
在
し
て
居
た
。
か
く
て
更
に

草
創
五
百
年
後
に
康
滅
し
た
ご
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。
而
し

　
　
　
第
十
一
縷
　
　
研
　
究

醍
醐
本
諸
寺
緑
超
所
牧
「
元
輿
寺
線
起
」
に
斎
い
て て

右
の
私
夏
風
に
、
「
南
寺
佛
滅
後
百
重
盛
年
歎
」
ご
あ

る
の
に
よ
れ
ば
、
並
行
の
長
寛
の
頃
に
は
す
で
に
二
度
目

の
荒
腰
の
後
多
く
の
年
を
経
過
し
て
居
た
も
の
ご
し
て
時

代
は
適
合
す
る
。
慈
俊
法
師
は
長
寛
熱
時
を
四
百
五
十
入

年
報
ご
誤
糞
し
た
が
爲
に
、
南
寺
佛
滅
後
百
徐
年
半
ご
書

い
て
置
い
た
の
で
あ
る
が
、
實
は
五
百
六
十
九
年
で
、
二
度

目
の
荒
磨
後
首
に
多
く
の
年
序
を
経
だ
も
の
で
あ
っ
た
Q

画
し
て
此
の
伽
藍
朝
野
流
記
資
財
帳
な
る
も
の
は
、
該
寺

不
滅
の
皇
圓
の
時
代
か
ら
、
此
の
長
寛
に
至
る
の
聞
に
儒

作
さ
れ
た
こ
い
ふ
假
定
説
は
實
ら
し
く
解
せ
ら
れ
る
。

　
當
時
豊
浦
寺
な
る
建
興
寺
も
亦
贋
紐
帯
久
し
く
、
其
の

由
來
が
世
に
忘
れ
ら
れ
て
三
つ
だ
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な

い
。
そ
こ
で
線
起
の
儒
作
者
は
、
元
興
寺
を
以
て
佛
　
法
元

興
の
場
こ
い
ふ
こ
こ
か
ら
、
我
が
國
に
於
け
る
寺
院
の
最

初
な
る
因
緑
を
有
す
る
此
の
建
興
寺
を
以
て
、
容
れ
帥
ち

元
興
寺
の
起
原
な
b
・
ざ
な
す
の
説
を
作
り
出
す
に
も
都
合

が
よ
か
つ
淀
の
で
あ
ら
う
。
建
興
寺
衰
頽
の
事
は
既
に
元

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
一
　
　
（
四
「
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
蘇
究

慶
六
年
の
訴
訟
の
際
に
も
、
仁
壽
四
年
の
官
府
を
引
い
て
、

　
頃
年
堂
事
項
破
、
奪
像
暴
．
露
、
綱
維
不
〆
勤
、
雪
雲
有
〆
癬
、
馨

　
密
鈴
盗
、
其
臆
断
一
一
眞
演
之
聲
両
佛
物
櫓
物
、
逡
致
二
俗
用
之
訟
鴫

ビ
あ
る
程
で
、
其
の
後
ま
す
一
甚
し
く
な
っ
た
事
ば
疑

を
容
れ
な
い
。
こ
、
に
於
て
か
縁
起
の
儒
作
者
は
、
該
寺

の
霞
來
を
誇
張
捏
造
じ
し
て
、
之
を
元
興
寺
ご
同
一
な
り
ざ

な
し
、
特
に
推
古
天
皇
ご
の
因
縁
、
其
の
田
園
財
物
等
の

御
寄
附
の
事
を
高
唱
し
。
後
世
子
孫
其
の
他
の
入
々
、
何

入
た
b
こ
も
之
を
犯
す
べ
か
ら
す
、
若
し
之
を
犯
し
た
も

の
は
必
ず
大
災
三
蓋
を
被
る
べ
し
ご
の
御
誓
言
を
く
だ

ぐ
し
く
繰
り
返
し
て
、
あ
は
よ
く
は
朝
廷
貴
紳
の
一
顧

を
求
め
、
煙
寺
を
業
繋
せ
ん
ご
計
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ご

籍
せ
ら
れ
る
。
其
の
後
果
し
て
元
興
寺
は
何
時
の
時
代
に

か
崩
る
程
度
ま
で
は
復
興
せ
ら
れ
た
ら
し
い
。
拾
遣
記
引

撃
高
父
私
記
に
よ
れ
ば
、
飛
鳥
の
本
元
興
寺
、
は
中
頃
甚
し

く
貧
乏
し
て
、
百
事
傳
來
の
彌
鋤
の
石
質
を
多
武
峯
三
等

院
の
槍
綾
偲
千
満
に
、
亘
多
の
暴
走
を
以
て
責
つ
た
ざ
あ

醍
醐
本
諸
寺
緑
超
所
定
コ
兀
興
幽
晦
趨
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
二
　
　
（
四
二
）

る
が
、
其
の
後
建
長
七
年
六
月
十
七
獄
、
雷
火
の
爲
に
炎
上

し
て
寺
塔
残
り
無
く
烏
有
に
館
し
、
た
や
佛
頭
ビ
手
8
の

み
獲
る
ε
あ
る
。
思
ふ
に
一
旦
稽
再
興
し
て
、
ビ
も
か
く

建
長
頃
ま
で
は
寺
塔
の
観
を
存
し
て
居
た
の
で
あ
ら
う
。

奈
良
の
新
元
興
寺
も
亦
室
町
時
代
に
な
ほ
存
在
し
、
後
花

園
天
皇
賓
徳
三
年
に
焼
失
し
て
、
大
塔
の
み
は
近
く
安
政

六
年
是
も
雷
火
に
か
、
る
ま
で
、
ご
も
か
く
も
幾
分
の
薔

態
を
存
し
て
居
た
の
で
み
っ
た
○
或
は
右
の
儒
縁
起
の
宣

傳
が
物
を
言
っ
た
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
澱
。

八
結
語
及
除
談

　
之
を
要
す
る
に
醍
醐
本
諸
寺
緑
超
所
股
の
元
興
寺
伽
藍

緑
越
並
流
記
資
財
帳
な
る
も
の
は
、
恐
ら
く
卒
安
朝
末
期

の
儒
作
で
あ
っ
て
、
奥
實
ε
し
て
は
毫
も
取
る
に
足
ら
ぬ

も
の
で
あ
る
Q
元
興
寺
ご
法
興
寺
ビ
は
も
ご
携
寺
で
、
そ

れ
が
奈
良
京
移
縣
後
合
併
し
た
。
、
故
に
後
の
記
録
に
は
爾

者
を
混
同
し
て
書
い
て
あ
る
為
の
が
多
い
が
、
向
原
寺
帥



ち
豊
浦
寺
を
以
て
元
興
寺
ε
同
一
視
す
る
ざ
い
ふ
こ
ε
は

寡
聞
未
だ
此
の
濡
燕
一
類
の
も
の
以
外
古
書
に
於
て
之
を

見
聞
し
だ
事
が
な
い
。
其
の
言
ふ
所
妄
誕
至
極
の
も
の
で

は
あ
る
が
、
澄
人
悉
く
歴
史
の
知
識
を
歓
如
し
た
時
代
に

於
て
は
、
、
是
で
も
幾
分
世
間
を
購
着
す
る
こ
ご
が
出
來
た

の
で
あ
っ
た
。
法
興
・
元
興
丙
寺
が
合
併
し
た
ε
い
ふ
こ

ε
は
、
勿
論
養
老
難
維
の
合
老
鴬
働
の
方
針
に
基
づ
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む

も
の
で
、
蓋
し
数
寺
の
「
財
物
を
合
併
し
て
」
寺
家
の
基

礎
を
輩
固
な
ら
し
め
る
ご
い
ふ
趣
意
に
幽
で
た
も
の
で
あ

る
。
而
し
て
此
の
労
働
の
際
恰
も
新
京
に
移
課
し
た
此
の

縁
故
深
い
二
箇
の
寺
が
、
相
合
併
し
て
財
物
を
嘱
に
し
た

ざ
い
ふ
事
は
、
其
の
場
合
に
取
っ
て
當
然
の
成
う
行
き
で

あ
っ
た
の
だ
。
さ
れ
ば
か
の
天
制
勝
寳
元
年
七
月
諸
寺
の
．

墾
田
の
数
を
定
む
る
に
當
っ
て
、
日
本
総
國
分
寺
ビ
も
云

ふ
べ
き
東
大
寺
の
四
千
町
は
先
づ
別
ビ
し
て
、
大
安
・
藥

師
・
興
輻
等
の
諸
大
寺
が
各
一
千
町
、
法
隆
・
四
天
王
・

新
藥
師
・
崇
禧
・
建
興
等
の
諸
大
寺
が
各
五
百
町
た
る
に

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
究

醍
醐
本
譜
寺
隷
趨
所
牧
コ
再
興
寺
維
超
」
に
就
い
て 過

ぎ
ざ
る
に
流
し
て
、
ひ
ご
）
此
の
元
興
寺
の
み
が
飛
び

離
れ
て
、
二
千
町
ε
い
ふ
多
数
の
定
額
を
認
め
ら
れ
た
こ

ご
は
、
た
ま
一
旗
大
寺
合
併
の
事
實
を
裏
書
き
す
る
も

の
こ
云
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
豊
浦
寺
は
無
論
元
興
寺
ご
は
2
4
寺
で
あ
る
。
註
解
五
年

に
於
て
豊
浦
寺
は
、
元
興
寺
と
共
に
＋
入
大
寺
の
中
に
列

せ
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
其
の
豊
浦
寺
も
い
つ

し
か
元
興
寺
の
末
寺
こ
な
っ
て
居
た
。
か
く
て
後
途
に
元

興
寺
に
併
合
せ
ら
れ
て
、
は
て
は
豊
浦
寺
師
ち
元
興
寺
だ

ご
の
説
を
生
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
か
高
知
れ
ぬ
。

此
の
同
寺
説
は
可
な
り
世
に
訳
せ
ら
れ
た
も
の
ご
見
え

て
、
催
馬
樂
譜
入
文
に
、

　
先
づ
豊
浦
寺
の
事
、
行
嚢
抄
を
考
ふ
る
に
、
元
興
寺
は
飛
鳥
村

　
西
南
久
米
寺
へ
行
方
に
あ
り
、
豊
浦
村
の
内
也
。
昔
は
四
方
に

　
四
門
を
建
て
、
四
つ
の
額
を
掛
た
り
。
愛
日
、
東
門
に
は
飛
鳥

寺
、
西
門
に
は
議
寺
。
至
重
肇
南
門
に
は
元
興
寺
、
北

　
門
に
は
法
満
寺
ε
云
。
境
内
方
二
十
二
町
絵
。
最
初
坊
舎
撒
十

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
三
　
く
四
三
）



　
第
十
一
巻
　
　
研
究

費
あ
り
し
竃
な
り
。
今
は
僅
に
二
間
三
間
の
瓦
葺
の
御
堂
に
、

御
亡
日
直
の
縄
迦
佛
の
銅
像
一
箸
、
菅
の
直
言
に
残
れ
り
。
云

　
　
む
む
　
　
　
む
　
む

々
。
豊
蒲
寺
云
是
也
ε
見
え
云
々
。

醍
醐
本
諸
寺
隷
趨
所
牧
「
元
興
寺
線
趣
」
に
就
い
て

ご
あ
っ
て
、
飛
鳥
の
法
興
寺
な
る
本
元
興
寺
を
、
是
れ
直

ち
に
豊
浦
寺
だ
こ
云
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
來

の
法
興
寺
の
名
の
存
在
を
ま
で
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
別

　
　
　
　
　
　

に
葛
城
寺
の
名
を
標
し
、
コ
本
に
法
興
寺
と
誤
れ
り
」
ε

ま
で
麟
り
書
き
を
す
る
程
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
か
く
元
興
寺
は
法
興
寺
を
合
併
し
、
豊
浦
寺
を
も
一
つ

に
見
た
の
み
に
満
足
せ
す
、
更
に
葛
城
寺
を
も
同
寺
な
り

ご
す
る
の
説
が
唱
へ
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
葛
城
寺
は

蘇
我
氏
の
氏
寺
で
、
も
こ
飛
鳥
な
る
豊
浦
寺
の
西
南
に
あ

っ
た
別
寺
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
が
新
京
移
縛
後
に
、
や
は

り
新
元
興
寺
の
西
南
に
螢
ま
れ
た
。
か
く
て
其
の
位
鐙
の

近
所
に
あ
っ
た
の
こ
、
草
創
以
來
富
者
亦
頗
る
因
縁
が
深

か
っ
た
ご
の
開
係
か
ら
、
此
の
論
蔵
滅
の
後
是
も
亦
元
興

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
四
　
　
（
四
煕
）

寺
に
合
併
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
飛
鳥
な
る
本
元

興
寺
の
西
門
に
葛
城
寺
の
額
が
掲
げ
ら
れ
て
居
た
こ
い
ふ

ご
同
じ
機
に
、
奈
良
元
興
寺
で
も
亦
同
様
で
あ
っ
た
ビ
言

は
れ
て
居
る
。
是
は
今
も
高
野
山
内
の
諸
寺
院
が
、
往
々

唱
寺
に
し
て
数
多
の
寺
子
を
標
示
し
、
其
の
寺
の
住
職
は

同
時
に
同
居
の
諸
寺
院
の
鍮
住
職
に
任
せ
ら
れ
る
例
で
あ

る
ビ
同
じ
…
榛
に
、
元
興
寺
に
慌
て
も
稽
是
に
似
た
纒
過
を

取
っ
て
、
併
合
し
た
寺
名
を
四
阿
別
々
に
標
示
し
て
置
い

た
も
の
ご
解
せ
ら
れ
る
。

　
此
の
熊
野
に
於
て
、
姦
商
の
一
に
見
え
る
法
満
寺
も
亦

併
合
せ
ら
れ
た
寺
院
の
「
で
あ
っ
淀
か
も
知
れ
澱
。
研
講

建
…
魎
寺
も
或
は
亦
同
…
経
路
に
よ
っ
て
元
興
寺
に
併
合
せ

ら
れ
た
寺
院
中
の
一
で
あ
っ
て
、
後
ク
ひ
に
は
其
の
歯
來

が
忘
れ
ら
れ
て
、
豊
浦
尼
寺
な
る
元
興
寺
に
耕
し
て
、
別

に
法
師
寺
の
存
在
を
想
画
し
そ
れ
を
法
興
寺
に
擬
す
る
の

説
が
超
つ
た
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
諏
。

　
又
和
州
奮
蹟
幽
考
に
よ
れ
ば
、
元
興
寺
の
別
名
に
大
樂



寺
ご
い
ふ
の
も
あ
っ
π
ε
い
ふ
。
拾
遺
記
に
は
女
運
ご
い

ふ
書
を
引
い
て
東
門
に
主
命
寺
の
額
が
あ
っ
癒
ピ
あ
る
。

叉
同
書
引
泉
高
父
私
記
に
は
、
之
を
品
幡
寺
ご
あ
る
が
、

是
等
は
共
に
法
満
寺
の
芝
葺
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
タ
ノ
ナ

　
更
に
多
武
勲
縁
超
に
よ
れ
ば
、
歌
謡
夢
更
名
元
興
寺
こ

も
あ
る
。
穂
面
々
の
事
は
今
昔
物
語
や
露
異
記
、
俳
言
波

字
類
抄
な
ざ
に
見
え
て
、
露
異
記
に
は
奈
良
の
右
京
に
よ

っ
た
ε
云
ひ
、
ρ
今
昔
物
語
に
は
式
下
郡
に
あ
っ
た
こ
あ
っ

て
、
其
の
所
在
さ
へ
も
忠
れ
ら
れ
た
程
で
あ
っ
た
か
ら
、

い
つ
し
か
そ
れ
を
元
興
寺
に
附
煩
す
る
に
至
っ
た
も
の
で

あ
ら
う
。

　
又
伊
呂
波
字
類
抄
に
は
、

　
法
興
寺
、
本
元
興
寺
事
鰍
、
中
宮
寺
是
也
。

ビ
云
ひ
、
太
子
傳
古
今
目
録
抄
に
は
、

　
法
興
亜
翻
元
興
業
也
。

．
拾
選
記
に
は
、

　
猿
寺
議
削
カ
ッ
　
　
　
　
　
耐

　
　
　
第
十
一
魯
　
　
研
究

醍
醐
本
諸
寺
緑
趣
班
牧
「
元
興
寺
緑
超
」
に
就
い
て な

ざ
あ
っ
て
、
斑
鳩
な
る
中
宮
尼
寺
を
ま
で
も
法
興
寺
に

附
會
せ
ん
ご
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
斯
く
の
如
き
も
の
は
畢
覧
法
興
寺
が
早
く
元
興
寺
に
併

合
せ
ら
れ
て
其
の
名
を
失
ひ
，
其
の
元
興
寺
亦
衰
滅
し

て
、
古
塁
を
忘
れ
ら
る
、
に
至
っ
た
が
爲
に
外
な
ら
澱
。
併

し
な
が
ら
豊
蒲
寺
郎
ち
元
興
寺
な
る
の
珍
説
を
提
唱
し
、

推
古
天
皇
二
十
一
年
生
年
一
百
歳
ε
い
ふ
突
飛
な
事
を
ま

で
も
主
張
し
た
此
の
醍
醐
本
儒
線
漣
に
も
、
流
石
に
法
興

寺
邸
元
興
寺
だ
ご
ま
で
は
附
写
し
得
な
か
っ
た
。
該
書
に

は
元
興
寺
な
る
豊
浦
尼
寺
、
邸
ち
建
興
寺
に
卜
す
る
に
、

建
遮
寺
な
る
法
師
寺
を
假
想
し
て
、
之
を
日
本
紀
・
二
日

本
紀
に
見
ゆ
る
法
興
寺
に
當
て
、
而
も
法
興
の
名
を
以
て

推
古
天
皇
の
御
竃
號
ご
し
て
、
元
興
・
建
興
・
建
窯
の
三
名

総
を
以
て
、
永
く
澄
に
流
布
せ
し
め
た
こ
あ
る
所
以
の
も

の
は
，
も
ε
ノ
～
元
興
寺
以
外
に
法
興
寺
の
存
在
を
認
め

た
も
の
で
な
く
て
何
で
あ
ら
う
。
然
る
に
其
の
別
々
の
爾

寺
を
併
せ
て
後
の
元
興
寺
が
出
來
た
。
随
っ
て
併
合
以
後

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
五
　
　
（
四
五
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
究
　
　
醍
醐
本
諸
寺
緑
超
所
牧
「
元
興
寺
㍗
醜
超
」
に
就
い
て

の
多
く
の
記
鎌
が
爾
者
を
混
同
す
る
に
至
っ
た
の
は
己
む

を
得
な
い
。
而
も
其
の
中
に
於
て
ひ
ご
り
此
の
儒
縁
鵡

が
、
爾
…
者
本
來
別
寺
な
る
こ
ご
を
説
い
て
居
る
の
は
、
古

縁
湿
の
説
の
到
底
否
定
し
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
爲
で
あ

ら
．
フ
。

　
　
　
　
×
　
　
噛
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×

　
醍
醐
…
本
諸
寺
縁
趨
所
牧
元
興
寺
は
儒
書
で
あ
る
。
同
寺

草
創
の
史
料
こ
し
て
は
殆
ご
儂
値
な
き
も
の
で
あ
る
。
而

も
之
を
信
ず
れ
ば
法
興
・
元
興
本
來
別
寺
な
る
こ
ビ
を
認

　
　
　
　
　
　
も

め
ね
ば
な
ら
澱
結
果
ご
な
る
。
膚
分
が
朋
治
四
十
五
年
初

に
蚕
表
し
た
元
興
寺
考
讃
は
、
何
等
此
の
傭
縁
蓮
に
よ
る

事
な
く
し
て
其
の
別
寺
た
る
こ
ε
を
立
謹
し
た
も
の
で
あ

っ
た
、
而
し
て
そ
れ
が
偶
然
或
る
意
味
に
於
て
本
書
の
主

張
ご
M
致
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
竹
島
氏
が
此
の

儒
線
超
に
よ
っ
て
其
の
説
に
反
謝
し
、
法
興
・
元
興
同
一

な
り
こ
の
蕉
説
を
支
持
せ
ら
れ
た
の
は
遽
に
其
の
何
の
謂

た
る
を
解
す
る
に
苦
し
む
。
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一
號
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四
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）


